
宮城県監査委員告示第２号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により報告した定期監査結

果等について，宮城県知事から同条第１２項の規定により下記の措置を講じた旨の通知があっ

たので，同条同項の規定に基づき公表する。

平成２２年５月２５日

宮城県監査委員 内 海 太

宮城県監査委員 佐々木 敏 克

宮城県監査委員 遊 佐 勘左衛門

宮城県監査委員 工 藤 鏡 子

１ 監査委員の報告日

平成２２年２月２３日

２ 通知のあった日

宮城県知事 平成２２年３月２６日

３ 監査委員の報告の内容及び措置の内容

（１）大河原県税事務所

イ 監査委員の報告の内容

県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。

（内容）

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 １７５，８３７，９５６円

過年度分 ３７１，９１９，４２１円

合 計 ５４７，７５７，３７７円

・Ｈ１９年度収入未済額

現年度分 ２００，３２５，８６０円

過年度分 ４３６，６３０，７１０円

合 計 ６３６，９５６，５７０円

ロ 措置の内容

税目別の収入未済目標額を設定し，機能分担型滞納整理を取り入れ，文書・電話・臨戸

による納税催告と徴収を実施した。特に，差押については件数５００件を目標とし，徹底

した財産調査と積極的な差押を実施した。

収入未済額に占める割合が最も大きい個人県民税について，住民税徴収対策会議の開催，

滞納整理困難事案の事例検討会の開催，共同催告・共同徴収等の実施，地方税法第４８条

に基づく直接徴収の実施のほか，特別徴収促進のため未実施事業所への働きかけ等を市町

と協働して積極的に実施した。

また，自動車税の徴収対策について，収入率向上と収入未済額の大幅な縮減を目指し，



差押に重点を置いた滞納整理を実施した。そのため，換価の容易な預貯金等の差押，タイ

ヤロックを活用した自動車差押や捜索を積極的に実施した。

（２）仙台南県税事務所

イ 監査委員の報告の内容

県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。

（内容）

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 ２３６，１７１，７０８円

過年度分 ５３７，８８９，８５３円

合 計 ７７４，０６１，５６１円

・Ｈ１９年度収入未済額

現年度分 ２６９，８６０，８２４円

過年度分 ４６９，３７９，６９４円

合 計 ７３９，２４０，５１８円

ロ 措置の内容

「平成２１年度県税事務実施計画」に基づき，管内市町との連携・情報交換により個人

県民税の徴収率向上に努めた。

また，自動車税の滞納額縮減のため積極的に納税相談を行い，コンビニエンスストア

活用による収納促進を進めながら，税収確保のために早期の財産調査を行い，納税意志

の低い滞納者に対しては，自動車差押をはじめ，預貯金や給料の差押等を実施するなど

滞納処分を強化し，税収の確保と滞納額縮減を図った。

（３）仙台中央県税事務所

イ 監査委員の報告の内容

県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。

（内容）

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 １，３３８，６９６，９６１円

過年度分 １，７６４，３８８，４８１円

合 計 ３，１０３，０８５，４４２円

・Ｈ１９年度収入未済額

現年度分 １，３７６，６００，１０８円

過年度分 １，３４０，１１８，４１１円

合 計 ２，７１６，７１８，５１９円

ロ 措置の内容

年度当初に税収確保と収入未済額縮減のため「平成２１年度県税事務実施計画」を策定

し，効率的な滞納整理に努めた。

主な対策として，差押については，目標件数を１１００件に掲げ，預貯金，給与，自動

車の差押を中心に精力的に行った。



捜索については，高額及び長期滞納事案対策として，捜索による財産調査及び差押を積

極的に実施し，特に初の試みとなる全所体制による大規模捜索を実施した。

また，自動車税徴収対策については，現年度課税分の徴収対策として，早期滞納処分の

着手と滞納整理強化月間における自動車の一斉集中滞納整理及びタイヤロックを行った。

（４）仙台北県税事務所

イ 監査委員の報告の内容

県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。

（内容）

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 ４３８，０５７，９４３円

過年度分 ６４６，０５４，９４３円

合 計 １，０８４，１１２，８８６円

・Ｈ１９年度収入未済額

現年度分 ３７２，９２８，２９７円

過年度分 ６３３，２０９，８２２円

合 計 １，００６，１３８，１１９円

ロ 措置の内容

個人県民税については，特別徴収推進対策を重点に，管内町村と共同して事業所等への働き

かけを行った。

また，住民税徴収対策会議の開催や地方税法第４８条による直接徴収，県税還付金差押など

の支援も実施した。

個人県民税以外の税目については，差押を重点とした手法を基本に，自動車，預貯金，給与

等の差押を積極的に行った。

また，長期滞納者などに対しては，捜索による動産差押やタイヤロックを活用した滞納整理，

更には差し押さえた自動車や動産のインターネット公売なども実施し，滞納額縮減と税収確保

に努めた。

（５）塩釜県税事務所

イ 監査委員の報告の内容

県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。

（内容）

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 ２３４，８５８，７０７円

過年度分 ３５９，４６７，９４５円

合 計 ５９４，３２６，６５２円

・Ｈ１９年度収入未済額

現年度分 ２４０，４９３，４２０円

過年度分 ３４９，５４８，３３０円

合 計 ５９０，０４１，７５０円



ロ 措置の内容

税収確保と収入未済額縮減のため，差押処理件数の目標を６００件に設定し，預貯金等

の債権，自動車及び電話加入権の差押及び取立を積極的に実施した。

（６）大崎県税事務所

イ 監査委員の報告の内容

県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。

（内容）

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 ２４４，５８５，０４５円

過年度分 ４２５，３９１，２８３円

合 計 ６６９，９７６，３２８円

・Ｈ１９年度収入未済額

現年度分 ２３４，２９４，０５０円

過年度分 ３６５，２０９，８８１円

合 計 ５９９，５０３，９３１円

ロ 措置の内容

収入未済額の縮減のため，平成２１年度は特に滞納件数，額ともに大きな割合を占めて

いる自動車税の縮減に力を入れ「宮城県税収確保対策３カ年計画」及び「北部県税事務所

事務実施計画」に基づき対策を講じた。

特に差押については，差押件数の目標を８００件に設定し，機能分担型滞納整理を拡充

して取組みを強化した結果，前年度を２２０件上回り目標を達成した。

滞納事案のうち大口及び長期事案については，全ての事案について所検討会で処理方針

を決定し，そのうち特に，長期間差押したまま完納に至っていない事案については，その

差押物件の実態調査を行い，換価価値のない事案については差押替をして，預貯金，給与

などを新たに差押え取立し，滞納額に充当した。

個人県民税に係る収入率向上については，個人住民税における共同催告及び地方税法第

４８条に基づき県による直接徴収に取組んだほか，特別徴収の促進を図るため市町と連携

し，未実施事業者への働き掛けを実施した。

（７）栗原県税事務所

イ 監査委員の報告の内容

県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。

（内容）

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 ４９，１１０，５３０円

過年度分 １０２，８５８，５８１円

合 計 １５１，９６９，１１１円

・Ｈ１９年度収入未済額

現年度分 ５５，６３４，３５２円



過年度分 ８９，７４１，２２７円

合 計 １４５，３７５，５７９円

ロ 措置の内容

宮城県税収確保対策３か年計画の最終年度にあたり，滞納額縮減の目標達成に向けて積

極的に差押え処分等を展開し，滞納額の縮減に努めた。

滞納整理にあたっては滞納繰越分を中心に，換価性に最も優れた債権差押えの重点的執

行に努めた。

新規発生の滞納事案については，滞納者の財産調査に基づく基礎データの収集をはじめ

として，早期の滞納処分執行により滞納繰越とならないよう努めた。

個人県民税については，市と協働して事業者訪問を実施し，給与所得者に課される市・

県民税に係る特別徴収制度の周知を図るとともに特別徴収への移行を働き掛けた。

（８）登米県税事務所

イ 監査委員の報告の内容

県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。

（内容）

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 ７０，３６６，５９９円

過年度分 １２４，１５８，０８２円

合 計 １９４，５２４，６８１円

・Ｈ１９年度収入未済額

現年度分 ７１，０９４，７８１円

過年度分 １１４，０９７，８４４円

合 計 １８５，１９２，６２５円

ロ 措置の内容

「県税事務運営 「県税滞納額縮減対策本部事業計画」に基づき事務所の「事務運営基」

本方針 「事務実施計画」を策定し，収入未済額の縮減に努めた。」

個人県民税については，住民税徴収対策会議を開催し，下記事業を行った。

・東部県税事務所と合同で滞納処分研修を実施した。

・住民税特別徴収推進対策に基づき，市と協働して企業を訪問し，特別徴収への移行を依

頼した。

・市長と連名で共同催告を行った。

その他の税については，差押件数の目標を２００件に設定し，財産調査を早期に行い，

滞納処分を徹底した。また，資力の無い者については処分停止を行った。

（９）石巻県税事務所

イ 監査委員の報告の内容

県税において，収入未済を解消する努力はみられるが，なお収入未済があったので，さ

らに適切な徴収対策を講じ，税収の確保に努められたい。

（内容）

・Ｈ２０年度収入未済額



現年度分 ２８４，７７６，０９３円

過年度分 ４９９，１４１，６１５円

合 計 ７８３，９１７，７０８円

・Ｈ１９年度収入未済額

現年度分 ２７０，８９９，７２１円

過年度分 ３７６，２３０，１３８円

合 計 ６４７，１２９，８５９円

ロ 措置の内容

財産調査の徹底と早期着手のため，全ての滞納者の収入・勤務先等の調査を行った。

また，現年分についても前年度より約１ヶ月早めに財産調査に着手するなど，早期の財

産調査に努めた。

効果的な滞納処分のため，通年を通して，給料・預貯金等の換価性が高い債権を中心に

目標件数６３０件を上回る差押をした。自動車の差押については前年度の４倍以上となっ

た。

また，捜索の実施・動産のインターネット公売にも取り組み，収入の確保に努めた。

個人県民税の徴収対策については，普通徴収から特別徴収への移行を促進させるため，

市町と協働して事業主を訪問しての働き掛けや事業主へ移行依頼文書の発送を行った。

また，４８条直接徴収，共同滞納処分，合同公売を実施し，市町へ徴収支援を行い，個

人県民税の収入確保に努めた。

（ ）仙南保健福祉事務所10
イ 監査委員の報告の内容

母子寡婦福祉資金償還違約金において，不適切な処理が認められたので，速やかに是正

するとともに，今後再発しないように対策を講じられたい。

（内容）

既に科されている違約金について，誤って不徴収とする決定を行い，全額減額調定処理

を行ったもの。

・不徴収決定額 ６７６，７００円

・不徴収決定日 平成２０年８月２０日

ロ 措置の内容

関係各課と調整し，平成２２年２月５日に再調定を行った。

今後，不徴収決定の事務処理を行う場合は，法令等を遵守し，適切に処理を行うことと

する。

（ ）仙台保健福祉事務所11
イ 監査委員の報告の内容

母子寡婦福祉資金貸付金償還金，生活保護扶助費返還金，過誤払返納金及び未熟児養育

費において，収入未済があったので，収納促進と適切な債権管理を図られたい。

（内容）

○母子寡婦福祉資金貸付金償還金

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 ４，８９４，９９８円



過年度分 ２５，３３１，９３７円

合 計 ３０，２２６，９３５円

・Ｈ１９年度収入未済額

現年度分 ４，９４２，３１８円

過年度分 ２１，５４９，６１５円

合 計 ２６，４９１，９３３円

○生活保護扶助費返還金

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 １，６０２，４５０円

過年度分 ６，５３２，５４０円

合 計 ８，１３４，９９０円

・Ｈ１９年度収入未済額

現年度分 １，０７２，８４９円

過年度分 ５，９３２，６９１円

合 計 ７，００５，５４０円

○過誤払返納金

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 １０５，７６０円

過年度分 ５４７，２９８円

合 計 ６５３，０５８円

・Ｈ１９年度収入未済額

現年度分 ０円

過年度分 ５６３，９８８円

合 計 ５６３，９８８円

○未熟児養育費

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 ５５，３８８円

過年度分 ２８４，７０４円

合 計 ３４０，０９２円

・Ｈ１９年度収入未済額

現年度分 ３８，２５４円

過年度分 ２８３，６３４円

合 計 ３２１，８８８円

ロ 措置の内容

○母子寡婦福祉資金貸付金償還金

収納促進については，滞納発生後速やかに借受人に対して督促通知を行い，納入され

ない場合には電話や訪問等による継続した償還督促を行っている。さらに連帯保証人へ

の連絡や償還請求を行っている。

収入未済の発生防止策として，貸付決定前の面接などにより償還意思の確認と償還履

行の責任について説明している。

今後は，事務所の収入未済額縮減対策本部での具体的取組方針により収納促進と適切

な債権管理に取り組んでいく。



○生活保護扶助費返還金

生活保護扶助費返還金については，家庭訪問，督促状や催告書の発出，電話等で収納

促進及び催告に努め，１件完納した。

今後，債権回収のみならず，被保護者に対する届出義務指導の徹底などによる収入把

握と事務処理の迅速化にいっそう努め，収入未済額発生の未然防止に取り組んでいく。

○過誤払返納金

・特別障害者手当（４９７，９５０円）

・生活保護費（１５５，１０８円）

特別障害者手当過誤払返納金過年度分３９２，１９０円については，本人死亡のうえ

相続人が相続放棄を行ったことから回収に向けた行動ができないため，不納欠損処分を

検討していく。

現年度分１０５，７６０円については，納入計画書と納入誓約書を徴収して，一部弁

済による回収を行っていく。

今後，受給資格を喪失した場合の届出義務について周知を図り，再発防止に努めてい

く。

また，生活保護の過誤払返納金については，催告書の発出や電話等で催告に努め，１

件完納した。

今後，過誤払返納金が生じないように事務処理等に注意していく。

○未熟児養育費

・Ｈ２０年度収入未済額

現年度分 ０円

過年度分 ２８４，７０４円

合 計 ２８４，７０４円

未熟児養育費については，文書・電話・訪問による督促を行ったことから，現年度分

５５，３８８円を回収することができた。引き続き，文書・電話・訪問による督促を行

い，収納促進に努めていく。

（ ）仙台塩釜港湾事務所12
イ 監査委員の報告の内容

行政財産の使用許可に係る使用料において，調定遅延が認められたので，今後再発しな

いように対策を講じられたい。

（内容）

・許可内容 自動販売機（２台分）

・許可年月日 平成２０年３月１８日

・許可期間 平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日

・調定年月日 平成２０年１０月３１日

・調定金額 ２８，９８０円

ロ 措置の内容

行政財産使用許可に係るチェック表を作成し 使用許可担当者のみでなく 庶務担当班， ，

内の収入担当者等複数人が収入調定等の確認をすることとし 相互チェック機能の強化を，

図った。



（ ）東松島高等学校13
イ 監査委員の報告の内容

光熱水費において，徴収額の誤りが認められたので，適切な債権管理を図るとともに，

今後再発しないように対策を講じられたい。

（内容）

食堂の使用許可に係る電気料の徴収において，電気子メーターの読み違いにより，過年

度分の徴収額に誤りがあったもの。

○未徴収額（平成１７～１９年度）

・正規使用料 ８４０，８４４円

・既請求額 ３７７，９１８円

・未徴収額 ４６２，９２６円

ロ 措置の内容

再発防止のため，毎月の子メーターの指針値の確認は，食堂営業者立ち会いの下，双方

で確認を実施することとした。

また，高校教育課からの指導を受け，担当職員が替わった際の事務引き継ぎを徹底する

こととした。

未徴収額については，債務者である宮城県東松島高等学校父母教師会長から支払い計画

の文書が学校に提出され，平成２１年４月から分割納入されている。

（ ）古川工業高等学校14
イ 監査委員の報告の内容

光熱水費において，徴収額の誤りが認められたので，適切な債権管理を図るとともに，

今後再発しないように対策を講じられたい。

（内容）

食堂の使用許可に係る電気料の徴収において，電気子メーターの読み違いにより，過年

度分の徴収額に誤りがあったもの。

○未徴収額（平成１５～１９年度）

・正規使用料 １，５７６，５３７円

・既請求額 １５７，６２６円

・未徴収額 １，４１８，９１１円

ロ 措置の内容

，再発防止のため，メーター等の読み取りや徴収においては，複数の職員の目で確認し

誤りのないよう施行することとした。

また，高校教育課からの指導を受け，担当職員が替わった際の事務引き継ぎを徹底する

こととした。

未徴収額については，関係業者へ納入を継続して要請している。

（ ）宮城大学15
イ 監査委員の報告の内容

歳入歳出外現金において，払出が遅延したため，不納付加算税が発生したものが認めら

れたので，今後再発しないように対策を講じられたい。

（内容）



・入学者選抜試験問題作題謝金の所得税

１４６，１２５円（平成２０年５月支出分）

・納付期限 平成２０年６月１０日

・払出日 平成２０年７月 ８日

・不納付加算税 ７，０００円

ロ 措置の内容

源泉徴収をした所得税の納期限については法令等で定められたものであり，法人化後も再発

しないよう複数チェックを確実に行い再発防止に努めた。


